
　

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上

の
皆
さ
ん
の
保
険
料
と
公
費
に
よ

り
市
が
運
営
し
、
介
護
が
必
要
と

な
っ
た
と
き
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
る
も
の
で
す
。

　

介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
た

背
景
に
は
、
高
齢
者
の
増
加
、
介

護
期
間
の
長
期
化
、
介
護
に
対
す

る
サ
ー
ビ
ス
要
望
の
増
大
な
ど
の

ほ
か
、
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
を

支
え
る
家
族
の
構
成
や
状
況
の
変

化
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
高
齢
者
の
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
あ
お
う
と
作
ら
れ
た

の
が
介
護
保
険
制
度
で
す
。

　

介
護
保
険
の
財
源
は
半
分
が

国
、
道
、
市
の
負
担
で
、
残
り
の

半
分
が
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳

以
上
）
と
第
２
号
被
保
険
者
（
40

歳
〜
64
歳
）
が
負
担
す
る
保
険
料

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
・
道
・
第
２
号
被
保

険
者
の
保
険
料
分
に
つ
い
て
は
概

算
額
が
一
度
市
に
支
払
わ
れ
た

後
、
次
年
度
に
精
算
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

保
険
給
付
費
は
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
。
介
護
保
険
制
度
が
定
着
し

た
こ
と
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
数
・
利
用
量
の
増
加
や
、
介

護
に
従
事
す
る
人
の
待
遇
改
善
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
、
平
成
23
年
度
は

68
億
１
千
100
万
円
と
、
平
成
22
年

度
の
63
億
８
千
400
万
円
に
比
べ
て

４
億
２
千
700
万
円
の
増
と
な
っ
て

ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
状
況
は
、
前
年
度
と
同
様
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
全
体
の
約

４
割
。
次
い
で
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
な
ど
の
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
比
率
が
大
き
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
給
付
費
の
増
加
に

伴
い
介
護
保
険
料
も
上
昇
し
て
い

ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
24
年
度
に

行
わ
れ
た
改
定
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
月

額
４
千
520
円
と
、
前
回
の
改
定
よ

り
540
円
引
き
上
げ
と
な
り
ま
し

た
。

　　

介
護
保
険
料
の
主
な
使
い
道
は

介
護
給
付
費
で
す
が
、
こ
の
他
に

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
高

齢
者
に
対
す
る
事
業
に
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
介
護
が
必
要
な
状
態

に
な
ら
ず
に
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
め
る
よ
う
支
援
す
る
介
護
予

防
事
業
や
、
介
護
に
限
ら
ず
虐
待
・

消
費
者
被
害
の
防
止
な
ど
の
相
談

窓
口
と
し
て
高
齢
者
を
総
合
的
に

支
え
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
運
営
、
認
知
症
対
策
の
推
進
、

高
齢
者
の
給
食
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
高
齢
者
支
援
な
ど

を
行
う
地
域
支
援
事
業
も
介
護
保

険
料
を
財
源
と
し
て
い
ま
す
。

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運

営
（
市
内
４
か
所
）



・
生
活
機
能
チ
ェ
ッ
ク
事
業

・
な
な
か
ま
ど
健
診
（
生
活
機
能

評
価
）

・
元
気
の
達
人
養
成
講
座

・
市
内
各
地
で
の
介
護
予
防
出
前

講
話

・
緊
急
通
報
装
置
設
置
者
へ
の
安

否
確
認
電
話

・
在
宅
高
齢
者
へ
の
給
食
サ
ー
ビ

ス・
認
知
症
高
齢
者
家
族
へ
の
支
援

・
高
齢
者
住
宅
等
安
心
確
保
事
業

　

介
護
保
険
課
☎
381
‐
１
０

６
７

☎

　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

得
る
た
め
に
は
、
最
低
25
年
以
上

の
納
付
期
間
（
※
合
算
対
象
期
間

を
含
む
）
が
必
要
で
す
が
、
前
年

の
所
得
な
ど
で
保
険
料
が
免
除
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
免
除
制

度
に
は
、「
全
額
」、「
３
／
４
」、「
半

額
」、「
１
／
４
」免
除
が
あ
り
ま
す
。             

　

申
請
を
し
な
い
ま
ま
支
払
わ
ず

に
い
る
と
、
将
来
の
年
金
受
給
が

不
利
に
な
り
、
障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
合
算
対
象
期
間
と
は
、
昭
和
36

年
４
月
〜
昭
和
61
年
３
月
ま
で
の

間
で
配
偶
者
が
厚
生
年
金
、
共
済

組
合
に
加
入
し
て
い
て
、
本
人

が
何
の
年

金
に
も
加

入
し
て
い

な
か
っ
た

期
間
（
20

歳
か
ら
60

歳
ま
で
の

期
間
に
限

る
）
な
ど
を
い
い
、
年
金
額
の
計

算
に
は
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

保
険
料
免
除
制
度
で
は
、
同
じ

世
帯
の
世
帯
主
の
所
得
が
高
い
と

保
険
料
の
納
付
は
免
除
に
な
り
ま

せ
ん
が
、
一
般
に
収
入
の
少
な
い

若
年
者
（
30
歳
未
満
）
は
世
帯
主

の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
お

よ
び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
全
額

免
除
基
準
（
別
掲
参
照
）
に
該
当

す
る
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

年
金
手
帳
、
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の
（
納
付
書
な

ど
）
と
印
鑑
。
失
業
を
理
由
と
す

る
免
除
申
請
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失

確
認
通
知
書

・ 
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

・
総
合
支
援
資
金
の
貸
付
決
定
通

知
書
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
１
月
２
日
以

降
に
江
別
市
に
転
入
さ
れ
た
方

は
、
前
住
地
か
ら
の
控
除
内
訳
付

所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

 

　

平
成
24
年
４
月
〜
平
成
25
年
３

月
分
ま
で
の
学
生
納
付
特
例
の
申

請
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請

に
は
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の
（
納
付
書
な

ど
）
と
印
鑑
、
学
生
証
ま
た
は
在

学
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

国
保
年
金
課
年
金
係
☎
381

‐
１
０
２
８
、
ま
た
は
新
さ
っ
ぽ

ろ
年
金
事
務
所
☎
892
‐
９
３
１
６

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
は
、
年
金

の
受
給
資
格
期
間
が
こ
れ
ま
で
の

25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
受
給
資
格
を
満
た
さ
な
か
っ

た
方
が
年
金
を
受
給
で
き
る
場
合

や
、
※
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
で
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※

本
年
10
月
か
ら
３
年
間
に
限

り
、
過
去
10
年
以
内
の
納
め
ら
れ

な
か
っ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
‐
０
１
１
‐

０
５
０
ま
た
は
新
さ
っ
ぽ
ろ
年
金

事
務
所
☎
892
‐
９
３
１
６


